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―――――――――――――――――――――――――――――――――――
１．「知ぬどんどん」のご紹介
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
　農林水産省では、職員が、その人ならではのスキルや個性を活かして、
我が国の農林水産物の良さや農山漁村の魅力を発信する動画チャンネル
「ＢＵＺＺＭＡＦＦ」という取組をしております。
その中でも、特にＧＩの魅力をお届けするコンテンツ
「知（ち）ぬどんどん」が昨年11月から配信中です。
「知ぬどんどん」では、これまでＧＩの魅力をお伝えするために
数多くの動画を製作してまいりました。
※動画はこちらからチェックできます。
https://youtube.com/playlist?list=PLVc03uX0IwZuMid5vToYOsQUVV6vm4kvb

主人公の「知（ち）ぬ」が、ＧＩ生産者団体のところへ足を運んだり、
制度説明をしたり、ＧＩ制度に賛同してくれる人のところに突撃したり、
様々な方法で、ＧＩの魅力をお届けしています。

「知ぬどんどん」も一周年を迎え、さらにパワーアップ！
これからもＧＩの魅力をもっと、もーっとお届けしていきます。

ぜひご覧いただければ幸いです。

【編集者（T）のおススメ動画ベスト３】
第３位　【ド緊張】初任務が超有名店！？
https://youtu.be/_tiqKYoMMk4?si=Zoap9tuHUZxtl6kH
第２位　【検証】絶品野菜なら「ニガテ」を克服できるか
https://youtu.be/S7KYkYcBT-A?si=V_D05VfUAYWJUtsj
第１位　偉い人たちが集まる会で大アバれしてきました。日本GI協議会総会にて
https://youtu.be/YtmXQ616MxA?si=ZoCNX05NBQVHraXV

―――――――――――――――――――――――――――――――――――
２．登録の申請の公示について
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
　11月22日～28日までの間に、「いしり」、「水口かんぴょう」、
「種子島レザーリーフファン」、「安曇野わさび」の登録の申請の公示を行い
ました。
　地理的表示法では、登録申請を受理したときにその登録申請の内容を公示する
とともに、登録申請の公示をしてから3か月間の第三者からの意見書提出期間
を設けています。
　公示期間終了後、申請産品は、学識経験者の意見聴取を経て、大臣により



登録を受けます。

　現在、申請の公示中の産品は以下のとおりです。
　※申請番号、主な名称、公示日のみを記載しています。

●第164号
安曇野わさび
令和5年11月28日
（再公示）

●第217号
種子島レザーリーフファン
令和5年11月27日

●第236号
水口かんぴょう
令和5年11月24日

●第135号
いしり
令和5年11月22日

●第229号
仙台せり
令和5年11月21日

●第269号
淡路島3年とらふぐ
令和5年10月20日

●第267号
備前黒皮かぼちゃ
令和5年9月15日

●第242号
ぐしちゃんピーマン
令和5年9月15日

●第250号
大野豆
令和5年9月1日

　これまでの申請の公示等情報はホームページでご確認ください。
（URL）https://www.maff.go.jp/j/shokusan/gi_act/notice/index.html

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

（編集後記）ＧＩ産品の品質管理システム
　みなさんはＧＩ産品の品質管理がどのように行われているかご存じですか？
　
　ＧＩ産品の品質管理システムは、生産者団体の「生産行程管理業務」と
農林水産省の「定期的な立入検査」の二段階で構成されています。
　具体的には、生産者団体はＧＩ産品の特性・品種・栽培方法等について
登録時に定め、そのとおりに生産等が行われるよう生産行程管理業務を実施し、
一方で農林水産省は生産行程管理業務規程（生産行程管理業務の実施方法に
関するルール）が適正に機能しているかについて定期的に立入検査を行って
確認することとなっています。



　つまり、生産者団体の自主的な管理を前提としつつ、立入検査の中で不適正
な部分があれば農林水産省が是正させるというシステムのもと、ＧＩ産品の
特性や品質を担保しているのです。

　個人的な話ですが、先日初めて立入検査に同行した際、農家の方と生産者
団体の方が一丸となって管理を行っている様子や、検査官が細かく必要書類の
チェックを行っている様子を目の当たりにし、ＧＩ産品の厳格な管理体制を
改めて認識しました。

　このような厳密な品質管理のもとで生産されたＧＩ産品を、みなさんも是非
一度召し上がってみてください！（N）

※編集後記は地理的表示（ＧＩ）担当職員の個人的な雑感を述べたものであり、
農林水産省の見解を示すものではありません。

GIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGI

[地理的表示メールマガジン]
　発行：農林水産省輸出・国際局知的財産課
　住所：〒１００－８９５０　東京都千代田区霞が関１－２－１
　電話番号：０３－３５０２－８１１１（内線４２８４）
　FAX：０３－３５０２－５３０１
　https://www.maff.go.jp/j/shokusan/gi_act/mailmag/index.html

　メールアドレスの変更、メールマガジンの配信登録、配信停止はこちら
　https://www.maff.go.jp/j/pr/e-mag/chg.html
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